
大和市建築基準法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月２８日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第３３号 

大和市建築基準法施行細則等の一部を改正する規則 

（大和市建築基準法施行細則の一部改正） 

第１条 大和市建築基準法施行細則（平成１２年大和市規則第３４号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条第２項第２号中「第１８条第３項」を「第１８条第３項又は第４項」に改める。 

第６条中「第６条の２」の次に「又は第１８条第４項」を加える。 

第８条から第１０条まで、第１１条第１項及び第１６条中「建築主事」を「建築主事等」に改

める。 

第１７条中「第６条第１項第１号から第３号まで」を「第６条第１項第１号及び第２号」に、

「建築主事」を「建築主事等」に改め、「完了したとき」の次に「、並びに特定工程に係る工事

を終えたとき」を加え、「法第７条第１項」を「省令第４条第１項」に改め、「完了検査申請書」

の次に「又は省令第４条の８第１項に規定する中間検査申請書」を加える。 

（大和市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部改正） 

第２条 大和市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則（平成１９年大和

市規則第６３号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第２項第１号中「第１８条第４項」を「第１８条第５項」に、「第１８条第１０項」

を「第１８条第１１項」に改め、同項第２号中「第１２条第１項又は第１３条第２項」を「第

１１条第１項又は第１２条第２項」に、「第１２条第６項又は第１３条第７項」を「第１１条第

６項又は第１２条第７項」に改める。 

（大和市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部改正） 

第３条 大和市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則（平成２７年大和市規則第４１号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第３号中「及び第１８条第１８項」を「又は第１８条第２２項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



（大和市公印規則の一部改正） 

２ 大和市公印規則（平成１８年大和市規則第９４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１職印の表建築監視員印の項の次に次のように加える。 
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